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経緯

 病院事業を設置している地方公共団体においては、「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年３
月31日付け総務省自治財政局長通知）を踏まえ、新公立病院改革プランを策定し、病院事業経
営改革に取り組んでいただいてきたところ。

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

プラン対象期間

旧公立病院改革ガイドライン（H19.12）

地方財政措置

プラン策定
プラン対象期間

新公立病院改革ガイドライン（H27.３）

地方財政措置

プラン策定

延長 暫定延長

 「地域医療構想の進め方について」（平成30年2月7日付）において、公立病院について、病院
ごとに、「新公立病院改革プラン」を策定したうえで、地域医療構想調整会議において、構想区域
の医療機関の診療実績や将来の医療需要の動向を踏まえ、平成29年度中に平成37年
（2025年）に向けた具体的対応方針を協議することとされた。

前回（平成29年度の際の議論について）

平成29年度第2回地域医療構想調整会議において、新公立病院改革プランでの今後の担うべき役
割、及び主な取り組み内容等を記載した概要資料を各医療機関に作成していただき、議論した。
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経緯

 公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果
たしており、新型コロナウイルス感染症への対応においては、その重要性が改めて認識されたところであ
る。

 一方、公立病院は、「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年３月31日付け自治財政局長通
知）を踏まえ、令和２年度までを標準対象期間とする新公立病院改革プランを策定し、地域医療構
想を踏まえた役割の明確化や再編・ネットワーク化などの様々な経営改革に取り組んできたが、依然と
して、医師不足等による厳しい経営状況が続いている。今般の感染症対応では、感染症拡大時に備
えた平時からの取組の重要性が浮き彫りにされた。

 また、地方財政審議会からは、「各地方自治体における公立病院改革に関するこれまでの取組を検
証するとともに、厚生労働省における感染症への対応を踏まえた地域医療構想の考え方等も勘案し
ながら、感染症への対応の視点も含めた持続可能な地域医療提供体制の確保に向けた取組を進め
るための方策を検討すべき」（令和３年５月21日「感染症を乗り越えて活力ある地域社会を実現
するための地方税財政改革についての意見」）との意見が示されている。

このような状況を踏まえ、感染症対応の視点も含めた持続可能な地域医療提供体制を確保
するための公立病院に対する新たなガイドラインや地方財政措置について検討するため、令和
3年度に計8回の検討会が開催され、公立病院については、公立病院経営強化プランを策定
することとされた。

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会」について
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【参考】「公立病院経営強化の推進について（通知）」（令和４年３月29日付）

 「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン」の概要
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【参考】「公立病院経営強化プラン」の主なポイント 令和5年6月6日総務省自治財政局準公営企業室
「公立病院の現状と課題、経営強化プランの取り組み状況について」スライド資料より
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地域医療構想との関係について

 公立病院については、病院ごとに「公立病院経営強化プラン」を具体的対応方針として策定したう
えで、地域医療構想調整会議において協議する。

地域医療構想の進め方について（令和4年3月24日付医政発0324第6号）

 経営強化プランは、「地域医療構想の進め方について」（令和4年3月24日付医政発0324第6
号）により、当該公立病院の地域医療構想に係る具体的対応方針として位置づけることとされて
いることも踏まえ、地域医療構想と整合的であることが求められる。

 持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、個々の公立病院が地域医療構想等を踏ま
えて、地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明確化・最適化することが重要である。

 当該公立病院の将来の病床機能の在り方は、構想区域における病床の機能区分ごとの将来の
必要病床数と整合性のとれた形でなければならない。このため、地域医療構想における推定年であ
る令和7年（2025年）及び経営強化プランの対象期間の最終年度における当該公立病院の機
能ごとの病床数や、病床機能の見直しを行う場合はその概要を記載する。

 既存施設の長寿命化等の対策を適切に講じたうえで、なお新設・建替等が必要となる場合には、
地域医療構想等との整合性を図った当該公立病院の役割・機能や規模等を記載する。

公立病院経営強化の推進について（令和4年3月29日付総財準第72号）

公立病院経営強化プラン
地域医療構想

（具体的対応方針）整合的
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地域医療構想調整会議での協議事項について（医療構想等との整合性の視点）

 公立病院経営強化プランの内容の中で、特に地域医療構想との関係性が強く、整合性の確認が必
要な「役割・機能の最適化と連携の強化」について、各医療機関にプランの概要を作成いただき、協議
していただく。

役割・機能の最適化と連携の強化 公立病院経営強化プランへの記載事項

① 地域医療構想等を踏まえた当該
病院の果たすべき役割・機能

 各公立病院は、地域医療構想や今般の新型コロナ対応の経験など
を踏まえて、地域において果たすべき役割・機能を改めて見直し、明
確化・最適化することが必要である。このため、地域医療構想等を踏
まえた当該病院の果たすべき役割・機能について記載する。

 当該公立病院の将来の病床機能のあり方は、構想区域における病
床の機能区分ごとの将来の必要病床数と整合性のとれた形でなけれ
ばならない。

 地域医療構想の推定年である令和7年（2025年）及びプラン最
終年度における機能ごとの病床数や、病床機能の見直しを行う場
合は、その概要を記載する。

② 地域包括ケアシステムの構築に
向けて果たすべき役割・機能

 地域医療提供体制の確保と地域包括ケアシステムは密接に結びつ
いていることを踏まえ、地域包括ケアシステムの構築に向けて当該公
立病院が果たすべき役割・機能について記載する。

③ 機能分化・連携強化

 持続可能な地域医療提供体制を確保するためには、限られた医
師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用する
ことが必要である。

 そのためには、地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を改
めて見直し、明確化・最適化したうえで、病院間の連携を強化する
「機能分化・連携強化」を進めることが必要である。
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地域医療構想調整会議での協議のポイント（医療構想等との整合性の視点）

 公立病院経営強化プランについては、地域医療構想と整合的であることが求められてい
ることから、地域医療構想調整会議等での議論や地域での協議内容と乖離がないかを
ご議論いただきたい。

これまでの地域での協議内容と乖離がないか

地域で求められる役割・機能等となっているか

その他

 今回の公立病院経営強化プランでは、新たに「病院間の役割分担と機能強化」に主眼
が置かれていることから、各公立病院のプラン概要を基に、機能分化・連携強化について
ご議論いただきたい。

 将来の病床数に変更がある場合や、病床機能を変更する場合は、その理由について確
認し、各地域の方向性と一致しているかをご議論いただきたい。

HOSPITAL



【参考】公立病院経営強化プランの策定が必要な医療機関

桑員

三泗

鈴亀

津伊賀

松阪
伊勢志摩

東紀州

桑名市総合医療センター

三重県立総合医療センター

市立四日市病院

亀山市立医療センター

三重県立一志病院

こころの医療センター
上野総合市民病院

名張市立病院
松阪市民病院

市立伊勢総合病院

玉城町国民健康保険玉城病院

町立南伊勢病院

三重県立志摩病院

国民健康保険志摩市民病院

尾鷲総合病院

紀南病院

◉

◉
◉

◉

◉

◉

◉ ◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉

◉
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今後のスケジュール

 第2回地域医療構想意見交換会・調整会議

 公立病院経営強化プランの策定

 第3回地域医療構想調整会議

９～１０月

～R６年

３月

R6年

３月ごろ

公立病院経営強化プランの概要について協議

地域医療構想との整合性について確認

各自治体において、公立病院経営強化プランの策定

自治体によっては、プランについて議会への上程やパブリックコメントを

実施し、プランが完成

各医療機関の公立病院経営強化プランについて確認

R6年

４月～

 公立病院経営強化プランの対象期間開始



経営強化プランの点検・評価・公表について

経営強化プランの改訂

経営強化プランの点検・評価・公表

積極的な情報開示

1
関係地方公共団体は、経営強化プランの実施状況について概ね年1回以上点検・評価を行い、その
結果を公表するものとする。評価の過程においては、例えば有識者や地域住民等の参加を得て設置し
た委員会等に諮問するなどにより、評価の客観性を確保する必要がある。

2

3

関係地方公共団体は、上記の点検・評価・公表に際し、立地条件や病床規模が類似した他の公立
病院や民間病院等における状況等を併せて明らかにするなど、当該公立病院の現状について住民が
理解・評価しやすいよう、積極的な情報開示に努めるものとすること。

関係地方公共団体は、上記①および②の点検・評価の結果、経営強化プランに掲げた数値目標の
達成が著しく困難である場合や、経営強化プラン策定後に第8次医療計画の策定や地域医療構
想の改訂等により地域医療構想等と齟齬が生じた場合などには、抜本的な見直しを含め経営強
化プランの改訂を速やかに行うべきである。

次年度以降の地域医療構想調整会議においても、適宜地域医療構想と
経営強化プランの整合性について協議の場を設けることとする。

令和5年6月6日総務省自治財政局準公営企業室
「公立病院の現状と課題、経営強化プランの取り組み状況について」スライド資料より
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亀山市立医療センター

病床数について

地域医療構想等を踏まえた当該病院の果たすべき役割

当センターは、急性期機能及び回復期機能のバランスのとれた体制を有しています。また、高度急性期
については、鈴鹿回生病院や鈴鹿中央総合病院との連携体制を構築することで、亀山市における医療
の拠点として大きな役割を担っており、今後も救急患者を受入れ、急性期医療を担っていきながら、亀山
市の地域包括ケアシステムの中核としての役割を果たす。

※１ 令和５年７月１日現在の機能別病床数を記載
※２ ※１と同様に具体的対応方針の見直し等に係る調査での記載内容を転記

 
病床数（現在）※１ 

 2025年度に持つべき 

医療機能ごとの病床数※２ 

高度急性期  

→ 

 

急性期 ４６ ４６ 

回復期 ４４ ４４ 

慢性期   

（合計） ９０ ９０ 
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亀山市立医療センター

機能分化・連携強化の取り組み

• 当センターでは、限られた医療資源を効率的に活用するためにも、亀山医師会や地域の医療機関、介
護施設等の機能の異なる医療機関や施設との連携を強化するとともに、機能の分担に努め、医療の質
の向上を図ります。

本年度のプランの策定スケジュールについて

• 今年度中に策定予定。

地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割

• 当センターは、地域包括ケアシステムの中核病院としての役割を果たすため、今後も患者のニーズを見
極めながら地域包括ケア病床の適正確保に努めます。また、患者が退院後も継続したケアが受けられる
よう、地域医療課の機能の充実を図り、地域包括支援センターや地域の介護・福祉施設等との連携を
強化し、切れ目のないサービス提供体制の整備を進めるとともに、患者が住み慣れた地域で療養できる
よう、訪問診療や訪問看護等の在宅医療の推進に取り組みます。


